
しょうわチャレンジ商店街支援ローン 商品概要 
令和 8 年 2 月 2 日現在 

項目 内 容 

名称 「しょうわチャレンジ商店街支援ローン」 

対象顧客 
国、東京都および世田谷区の補助事業に対する補助金交付決定を受けた世田谷区商店街

連合会に加盟している商店街振興組合・商店街連合会・商店会等 

資金使途 国、東京都および世田谷区の補助事業に対する補助金交付までの間の事業資金 

融資形式 手形貸付 

融資金額 10 万円以上 1,000 万円以内（※補助金交付決定額の範囲内に限る） 

融資期間 1 年以内 

融資利率 固定金利 2.400％  

担保・ 

連帯保証人 
原則不要 

返済方法 （補助金交付により）期日一括返済 

必要書類 

<法人><法人格を有しない方>共通 

 交付申請書等（補助事業申請内容が記載されている書類） 

 補助金交付決定通知書 

 理事会の議事録【３名以上の役員さま署名捺印】（本件借入について議

題となっているもの） 

 役員名簿 

 設備資金の場合は見積書もしくは請求書。支払い後に領収書 

 印鑑証明書(連帯保証の任をお引き受けいただく方がいる場合は連帯保証人さまの

印鑑証明書もお願いします。) 

<法人> 

 直近 2期分の決算書 

（当金庫に提出済の方は不要です。） 

 直近 12 か月の売上状況 

 商業登記簿謄本 

 法人税の領収書または納税証明書 

<法人格を有しない方>  

 直近 2期分の収支報告書 

（当金庫に提出済の方は不要です。） 

 代表者さまの本人確認書類 

（代表権の範囲を確認できる資料） 

 規定・規約・規則のいずれか 

 収益事業を行っている場合は申告所得

税の領収書または納税証明書 

苦情処理措置 

紛争解決措置 

・苦情処理措置 

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業支援部（9時～17時、電話：

0120‐872‐315）にお申し出ください。 

・紛争解決措置 

東京弁護士会（電話：03‐3581‐0031）、第一東京弁護士会（電話：03‐3595‐8588）、

第二東京弁護士会（電話：03‐3581‐2249）の仲裁センター等で紛争の解決を図るこ



以上 

とも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業支援部

または全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03‐3517‐5825）にお申し出くださ

い。またお客さまから上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）に直接お申し出いただ

くことも可能です。 

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。そ

の際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会

とテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決を図る方法（現地調停）、②

当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）があります。詳しく

は、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫営業支援部にお尋ねいただく

か、東京三弁護士会のホームページをご覧ください。 

その他 

・実際にお借入いただく日の金利が適用となり、お申込時の金利と異なる場合があり 

 ます。最新の金利については窓口でお問い合わせください。 

・審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

・金利情勢の変化などにより内容を変更・中止させていだく場合がございます。 

・毎月のご返済額等につきましては、本支店窓口で試算いたしますので、お気軽にお問 

合せください。 

・一部繰上返済・期日前完済・条件変更をされる場合はお手続き内容により、5,500円

～33,000円（税込み）の手数料がかかります。 

・今回のお申込みによりご融資金額が700万円を超える場合、当金庫の会員となってい

ただく必要があります。その際、会員になるにあたり、別途出資金が必要となります。 


